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研究要旨 

  

我々が今回利用した医療扶助受給者レセプトデータは、レセプト情報・特定健診等情報

データベース（NDB; National Database of Health Insurance Claims and Specific 
Health Checkups of Japan）とはデータ格納のフローや提供形式が NDB におけるそれ

とは異なる形式となっている。また、仕様についても NDB をはじめとするレセプトデー

タの研究に際して参照される記録条件仕様とは異なるものとなっている。本研究では医

療扶助受給者レセプトデータの利用経験に基づき、主に「データ提供に至るまでのフロ

ー」「提供ファイルの概要」「データの仕様」について NDB との比較を行うとともに、疫

学研究に適したデータ構造への再構成について、我々の取り組みを紹介するものである。 

 

 

A. 研究目的 

 

今回の調査事業において、我々は厚生労

働省社会・援護局を介して生活保護法に基

づく医療扶助受給者の全国規模レセプトデ

ータを分析する機会を得た。レセプトデー

タは、厚生労働省保険局において管理され

ているレセプト情報・特定健診等情報デー

タベース（NDB; National Database of 
Health Insurance Claims and Specific 
Health Checkups of Japan）をはじめとし

て、保険者や民間が収集したデータベース

が各種研究に活用されており、利用に関す

る指針やマニュアル、実際に利用した上で

の成果に関する情報などが徐々にであるが

蓄積・公開されていて 1), 2), 3), 4)、研究者が

参照することが可能である。しかし、医療扶

助受給者のレセプトデータを全国規模で分

析した事例に関する報告はこれまでに見ら

れていない。実際にデータを入手してみる

と、医療扶助受給者レセプトデータは NDB
データが準拠している記録条件仕様とは幾

つかの点で異なる構造となっており、構造

の解釈や分析のための再構成の作業に時間
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を要することとなった。本研究は、医療扶助

受給者レセプトデータについて、一定程度

データ利用に関する情報が開示されている

NDB データと様々な観点から比較を行い、

今後このレセプトデータを利用する者にと

って参考になる情報を提供することを目的

とするものである。 
 

 

B. 研究方法 

 

【医療扶助受給者レセプトデータと NDB 

データとの比較事項】 

本研究では、医療扶助受給者レセプトデ

ータと NDB データとの間で、「データ提供

に至るまでのフロー」、「提供ファイルの概

要」および「データの仕様」について比較を

行った。 

 

【医療扶助受給者レセプトデータの再構成

処理】 

上述の NDB との比較を踏まえた上で、

医療扶助受給者レセプトデータの特徴を把

握し、分析に適した構造に再構成する試み

を行った 

 

【倫理面への配慮】 

入手した医療扶助受給者レセプトデータ

は匿名化処理がなされてものではあるが、

機微性の高いデータであるという認識のも

と、データを扱う PC を個別に準備した。

また、それに特定のユーザ名とパスワード

を設定し、レセプト解析に携わる研究者の

みが使用できるようにした。また、当該 PC
はインターネットに接続できない設定を施

し、データの流出を防止するデータ分析の

運用体制をとることとした。 

 

 

C. 研究結果 

 

【データ提供に至るまでのフロー】 
NDB では、医療機関から発出されたレセ

プトデータは、審査支払機関を経由し、保険

者から厚生労働省保険局に提出されるが、

その際に匿名化処理が行われている。匿名

化処理が施された個々のレセプトデータは

データセンターに格納され、利用者からの

申出に応じて必要なデータが切り出され、

提供される 5)。一方、医療扶助受給者レセプ

トデータの場合、統計法に基づく一般統計

調査として行われている「医療扶助実態調

査」にて収集されたデータが対象となって

いる。平成 25 年より全数データが収集され

ており、4・5 月診療分、ならびに 6 月審査

分の診療報酬明細書及び調剤報酬明細書の

うち、一般診療（病院・一般診療所）の入院

分及び入院外分、歯科診療分、調剤分の、電

子化されたレセプト情報（歯科入院を除く）

が収集されている。これらのデータは医療

機関から発出された後、社会保険診療報酬

支払基金を経由して福祉事務所にて保管さ

れるとともに、福祉事務所において「生活保

護等レセプト管理システム匿名化機能」を

通じ匿名化され、都道府県・指定都市・中核

市においてとりまとめられ厚生労働省社

会・援護局に提出される 6)。本研究では、こ

のデータベースに対し目的外利用の申請を

行い、厚生労働省社会・援護局からデータの

提供を受けた。（図 1） 
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【提供ファイルの概要】 
NDB では、悉皆性が高いデータであるこ

とから、一カ月分のサンプリングデータで

あっても CSV 形式で数 GB 単位の容量と

なっており 7)、これが年単位、全データとな

ると数 TB 単位のデータ量となり、きわめ

て高性能の操作環境と操作技術が利用者に

は求められる。この点、医療扶助受給者レセ

プトデータは対象患者数が少ないことと対

象時期が限定されていることから、DVD 数

枚に収まる程度の容量にとどまっており、

利用者の側で極端に性能の高い操作環境を

用意する必要はない。それでも、テキストフ

ァイルとしては医科全国版で 8.5GB、調剤

全国版で 2.3GB となっており、EXCEL な

ど一般的なソフトウェアのなかには開くこ

とができないものがある。限られたソフト

ウェアでしかファイルが開かない点につい

て、利用者は注意が必要である。（図 2） 
 
【データの仕様】 

NDB では、データ構造に関する情報は厚

生労働省ホームページ「レセプト情報・特定

健診等情報の提供に関するホームページ」

に記載されているとともに、その仕様は概

ね「オンライン又は光ディスク等による請

求に係る記録条件仕様」8)に準拠しており、

利用者はそれら情報を参照しながら研究を

すすめることができる。一方、我々が請求提

供を受けた医療扶助受給者レセプトデータ

はそれとは異なる仕様となっていた。各項

目のデータ値がいわゆる CSV 形式では一

般的なスペースやコンマ等で区切られてお

らず、複数項目のデータ値が 1 枚のレセプ

トごとに区切りなしで連続して記載された

ものであった。（図 3、図 4、図 5） 

以下に、提供された医療扶助受給者レセ

プトデータのファイルの仕様を示す。 
 

(1) 提供された医療扶助レセプトデータ 
（【医科全国_確定データ(容量約 9GB)】 

下記の項目に関するデータが、スペース

やコンマ等の区切りなしで連結され、レセ

プトごとに 1 行のデータとして格納されて

いる。なお、1 行のデータ数は固定であるも

のの、下記項目中の傷病名数とサブレコー

ド数はレセプトごとに異なるため、レセプ

トごとに有効な傷病に関するデータ値数と

サブレコード情報の数は異なる。 
 

[医科全国_確定データの項目] 
********************** 
 調査年,調査コード,請求年月,診療年月,
匿名化 ID１,匿名化 ID２,入院・入院外識

別フラグ,長期入院識別フラグ,病類３区

分,カード種別,設置主体識別フラグ,福祉

事務所番号,公費負担医療 負担者番号,
実施自治体番号,医療機関コード,レセプ

ト種別,後期高齢者識別フラグ,本人識別

フラグ,病院・診療所,区分精神,区分結核,
区分療養,性別,出生元号,出生年,出生月,
年齢,傷病数,主傷病の傷病分類,主傷病の

傷病名コード,主傷病の診療開始日,主傷

病の ICD-10-1 コード,主傷病の ICD-10-
2 コード,主傷病以外の傷病分類（１）,診
療実日数,入院・診療の元号,入院・診療の

年,入院・診療の月,入院・診療期間,本人支

払点数,決定点数符号,決定点数,診療行為

点数符号,診療行為点数,特定保険医療材

料点数,全薬剤総点数,内服薬薬剤総点数,
外用薬総点数,注射薬総点数,薬価算出薬

剤総点数,薬価算出薬剤内服薬点数,薬価
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算出薬剤外用薬点数,薬価算出薬剤注射

薬点数,薬価算出薬剤向精神薬点数,後発

医薬品の薬価算出薬剤総点数,後発医薬

品の薬価算出薬剤内服薬点数,後発医薬

品の薬価算出薬剤外用薬点数,後発医薬

品の薬価算出薬剤注射薬点数,後発医薬

品の薬価算出薬剤向精神薬点数,薬剤種

類数,内服薬種類数,外用薬種類数,注射薬

種類数,向精神薬種類数,後発医薬品の薬

剤種類数,後発医薬品の内服薬種類数,後
発医薬品の外用薬種類数,後発医薬品の

注射薬種類数,後発医薬品の向精神薬種

類数,薬剤処方数,内服薬処方数,外用薬処

方数,注射薬処方数,向精神薬処方数,後発

医薬品の薬剤処方数,後発医薬品の内服

薬処方数,後発医薬品の外用薬処方数,後
発医薬品の注射薬処方数,後発医薬品の

向精神薬処方数,食事療養費回数,食事療

養費金額,生活療養費回数,生活療養費金

額,病棟・病院等区分,病院基本料区分,特
定入院料区分,初診・再診の区分,再診回数,
初診・再診点数,初診・再診回数,医学管理

点数,医学管理回数,在宅手技料等点数,在
宅手技料等回数,在宅薬剤料点数,在宅薬

剤料回数,投薬手技料等点数,投薬手技料

等回数,投薬薬剤料点数,投薬薬剤料回数,
注射手技料等点数,注射手技料等回数,注
射薬剤料点数,注射薬剤料回数,処置手技

料等点数,処置手技料等回数,処置薬剤料

点数,処置薬剤料回数,手術手技料等点数,
手術手技料等回数,手術薬剤料点数,手術

薬剤料回数,検査手技料等点数,検査手技

料等回数,検査薬剤料点数,検査薬剤料回

数,画像診断手技料等点数,画像診断手技

料等回数,画像診断薬剤料点数,画像診断

薬剤料回数,入院点数,入院回数,その他手

技料等点数,その他手技料等回数,その他

薬剤料点数,その他薬剤料回数,包括評価

部分点数符号,包括評価部分点数,出来高

部分点数,包括評価方式,診断群分類番号,
除く診療行為の種類数,除く診療行為の

点数 
********************** 

 
【調剤全国_確定データ(容量約 2.5GB)】 
同様に、調剤全国_確定データは下記の項目

がレセプトごとに 1 行のデータとして格納

されたテキストファイルである。 
 

[調剤全国_確定データの項目] 
********************** 
調査年,調査コード,請求年月,診療年月,匿
名化 ID１,匿名化 ID２,カード種別,設置

主体識別フラグ,福祉事務所番号,公費負

担医療 負担者番号,実施自治体番号,医
療機関コード,識別フラグ,薬局コード,レ
セプト種別,後期高齢者識別,本人家族,調
剤基本科区分,性別,出生元号,出生年,出生

月,年齢,受付回数,総点数,調剤行為点数,
調剤技術料点数,調剤基本料点数,調剤料

点数,薬学管理料点数,特定保険医療材料

点数,薬剤料総点数,内服薬薬剤総点数,外
用薬総点数,注射薬総点数,薬価算出薬剤

総点数,薬価算出薬剤内服薬点数,薬価算

出薬剤外用薬点数,薬価算出薬剤注射薬

点数,薬価算出薬剤向精神薬点数,後発薬

価算出薬剤総点数,後発薬価算出薬剤内

服薬点数,後発薬価算出薬剤外用薬点数,
後発薬価算出薬剤注射薬点数,後発薬価

算出薬剤向精神薬点数,薬剤種類数,内服

薬種類数,外用薬種類数,注射薬種類数,向
精神薬種類数,後発医薬品の薬剤種類数,
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後発医薬品の内服薬種類数,後発医薬品

の外用薬種類数,後発医薬品の注射薬種

類数,後発医薬品の向精神薬種類数,薬剤

処方数,内服薬処方数,外用薬処方数,注射

薬処方数,向精神薬処方数,後発医薬品の

薬剤処方数,後発医薬品の内服薬処方数,
後発医薬品の外用薬処方数,後発医薬品

の注射薬処方数,後発医薬品の向精神薬

処方数,サブレコード識別フラグ,コード,
データ区分＋順序番号,点数 x 回数,点数,
回数,医薬品の薬価,医薬品の使用量,向精

神薬等識別フラグ,医薬品の薬効,医薬品

の剤型,処方せん受付回,単位薬剤料,剤型

（薬剤）,医薬品の後発識別フラグ,薬価算

出薬剤点数 
*********************** 

 
(2)提供されたデータの特徴 

1） 各データ項目の値が、カンマやスペ

ース等の区切りなしで1つのレセプ

ト内で連続した値として格納され

ている。 
2） レセプトごとに傷病名や診療行為

や薬剤名を表すサブレコード数が

可変であり、これらの項目が 1 行の

データにすべて含まれている。 
3） 1 枚のレセプトごとに 1 行で記載さ

れているものの、レセプト ID が付

与されていない。 
 
(3)提供されたデータの問題点 

1） データ項目の値に区切りがないた

め、統計解析ソフトや表計算ソフト

等で表形式のデータとして扱うこ

とができず、そのままの形式では解

析を行うとができない。これは物理

的なデータ形式の問題である。 
2） データ解析ではレセプトごとに傷

病名やサブレコードを処理する必

要がある。解析に適したデータに

変換するためには、1行の情報の中

に含まれているこれらのデータを

レセプトごとに抽出する必要があ

る。（図 6） 
 
【データの再構成処理について】 

上記(3)で述べた問題点を解決すること目

的に、提供された医療扶助レセプトデータ

を疫学分析に適した構造に変換するための

ソフトウェアを開発することとした。開発

にはテキスト整形処理機能が充実している

Python 言語を使用することとした。 
最終的に、提供ファイルから下記に示す

ようなデータ解析用の 5 個のファイルを作

成した。 
 
（医科患者背景） 

--レセプト ID を付加し、医科の患者背

景に関する項目の値を記載したファイ

ル 
（医科傷病名） 

--レセプト IDを付加し医科傷病名に関

するデータ項目値を記載したファイル 
（医科サブレコード） 

--レセプト ID を付加し、医科サブレコ

ード(診療行為、薬剤名)に関するデータ

項目値を記載したファイル 
（調剤患者背景） 

--レセプト IDを付加し調剤の患者背景

に関する項目の値を記載したファイル 
（調剤サブレコード） 

--レセプト ID を付加し、調剤サブレコ
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ード(薬剤名)に関するデータ項目値を

記載したファイル（図 7、図 8、図 9、
図 10） 

 
こうしたデータ再構成処理により、解析

対象のデータ項目が表形式のデータとなり、

かつレセプトごとに ID が付与されたデー

タ形式になったため、データの操作性が向

上した。（図 11、図 12） 
 
【その他：患者 ID について】 
 NDB データと生活保護レセプトデータ

とを比較した場合の大きな違いのひとつと

して、NDB データでは氏名の変更や保険者

の変更が無い限り原則として患者ごとに一

意に定められる ID を備えているが、生活保

護レセプトデータでは各受給者の受給者番

号が毎月別番号として振られており、受給

者番号に由来する ID が月ごとに異なって

しまう、という相違があった。これについて

は、平成 29 年度より ID が固定され、月を

またいだ患者単位の分析が可能となった。

データ利用者は、平成 28 年度と 29 年度と

でこのような変更が生じたことに留意する

必要がある。 
 

 

D. 考察 

 医療扶助受給者レセプトデータには提供

時にデータ仕様に関する情報の提供も受け

ており、それら情報に基づいて丁寧なデー

タ処理を行えば、データ分析自体は可能で

ある。また、患者 ID の精度については NDB
においても改善の必要性が指摘されている

が 9)、今後生活保護受給者に対しても各種

データを活用して生活習慣病予防等に積極

的に取り組むのであれば、患者単位で一定

以上の期間、健康状態や病状を追跡するこ

とが必須となるため、より精度の高い患者

ID がデータに格納されることが望ましい。 

 

 

E. 結論 

 

 医療扶助受給者レセプトデータについて、

NDB データにおける利用の現状と「データ

提供に至るまでのフロー」、「提供ファイル

の概要」および「データの仕様」について比

較を行った。そのうえで、解析作業に適した

データ構造に再構成を行い、操作性の向上

を確認することができた。今後、対象者への

データヘルスの取り組みを向上させていく

ためには、利用者の分析用途に適した提供

形式としてカンマにより区切られた CSV
形式のファイル等での提供、更には信頼度

の高い患者 ID の格納といった改善が期待

されるところである。 
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【図１：データの格納・提供に係るフロー】 

 

 

 

 

【図 2：提供ファイルの概要及びソフトウェアでの対応】 
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【図 3：医療扶助受給者レセプトデータのファイル構造】 

 

 

 

 

【図 4：NDBデータのファイル構造】 
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【図 5：1枚分のレセプトデータに相当する、1行分のデータ形式の例】 

 

 

 

 

【図 6：医療扶助受給者レセプトデータのファイル構造における問題点】
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【図 7：提供ファイルの改修方針】 

 

 

 

 

【図 8：データ再構成の実施イメージ】 
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【図 9：データ再構成により作成したファイル】 

 

 

 

 

【図 10：データ形式】 
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【図 11：データ再構成化の結果】 

 

 

 

 

【図 12：総括・CSV化の必要性】 
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